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役場からのお知らせ役場からのお知らせ
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定
額
の
国
民
年
金
保
険
料
に
月
額
４

０
０
円
の
付
加
保
険
料
を
納
付
す
る
と
、

将
来
の
老
齢
基
礎
年
金
に
付
加
年
金
が

加
算
さ
れ
ま
す
。

　
付
加
年
金（
年
間
受
け
取
り
額
）は
、

「
２
０
０
円
×
納
付
月
数
」
で
計
算
さ

れ
ま
す
。
２
年
以
上
受
給
す
る
と
、
支

払
っ
た
付
加
保
険
料
以
上
の
付
加
年
金

が
受
け
取
れ
る
の
で
お
得
で
す
。

　
付
加
保
険
料
の
納
付
は
、
申
し
込
み

し
た
月
分
か
ら
と
な
り
、
定
額
保
険
料

（
月
額
１
万
５
０
４
０
円
）を
納
付
す
る

こ
と
が
条
件
で
す
。
ま
た
、
国
民
年
金

基
金
に
加
入
し
て
い
る
方
や
、
年
金
保

険
料
の
免
除
該
当
者
は
、
付
加
保
険
料

を
納
付
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
付
加
保
険
料
の
納
付
の
申
し
込
み
は
、

役
場
ま
た
は
年
金
事
務
所
へ
お
願
い
し

ま
す
。
後
日
、
年
金
事
務
所
か
ら
納
付

書
を
お
送
り
し
ま
す
。

 　
国
民
年
金
基
金
は
、
国
民
年
金
だ
け

に
加
入
し
て
い
る
自
営
業
者
な
ど
の
方

が
よ
り
充
実
し
た
年
金
が
受
け
ら
れ
る

よ
う
、
国
民
年
金
に
上
乗
せ
し
て
年
金

を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

　
国
民
年
金
基
金
に
加
入
で
き
る
方
は
、

２０
歳
以
上

６０
歳
未
満
の
国
民
年
金
保
険

料
を
納
め
て
い
る
第
１
号
被
保
険
者
の

方
で
す
。
な
お
、
国
民
年
金
基
金
加
入

者
は
、
上
記
の
付
加
保
険
料
を
納
め
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
国
民
年
金
基
金
に
は
、「
地
域
型
国

民
年
金
基
金
」
と
「
職
能
型
国
民
年
金

基
金
」
が
あ
り
、
ど
ち
ら
か
を
加
入
希

望
し
て
、
国
民
年
金
保
険
料
と
は
別
に

掛
金
を
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
加
入
申
し
込
み
は
、
地
域
型
国
民
年

金
基
金（
薔
０
１
２
０
―
６
５
―
４
１

９
２
）へ
お
願
い
し
ま
す
。

　
１０
月
よ
り
、
毎
月
、
日
本
年
金
機
構

か
ら
「
住
民
票
コ
ー
ド
収
録
状
況
の
お

知
ら
せ
」（
ハ
ガ
キ
）が
発
送
さ
れ
ま
す
。

こ
の
お
知
ら
せ
は
、
年
金
を
受
給
す
る

予
定
の
方
に
対
し
て
、

６０
歳
到
達
月
の

２
カ
月
前
に
送
付
し
ま
す
。

　
日
本
年
金
機
構
で
は
、
住
民
票
コ
ー

ド
を
利
用
し
て
住
所
の
把
握
を
行
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
お
知
ら
せ
は
、
住
所
を

変
更
さ
れ
た
時
に
「
住
所
変
更
届
」
の

提
出
不
要
対
象
者
で
あ
る
か
を
本
人
へ

通
知
す
る
も
の
で
す
。
詳
し
く
は
、
年

金
事
務
所
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
黒
潮
町
役
場

　
本
庁 

住
民
課 

住
基
戸
籍
係

　
蕁
４
３
―
２
８
０
０（
直
通
）

　
佐
賀
支
所 
地
域
住
民
課

　
総
合
窓
口
第
２
係

　
蕁
５
５
―
３
７
０
１（
直
通
）

　
日
本
年
金
機
構 

幡
多
年
金
事
務
所

　
　
　
　
蕁
３
４
―
１
６
１
６（
直
通
）

付
加
保
険
料
で
年
金
額
を
増
や
す

こ
と
が
で
き
ま
す
！ 

国
民
年
金
基
金
で
積
立
て
て

増
や
す
方
法
も
あ
り
ま
す
！

「
住
民
票
コ
ー
ド
収
録
状
況
の

  

お
知
ら
せ
」
に
つ
い
て

「
年
金
相
談
」
の
ご
案
内

　
幡
多
年
金
事
務
所
で
は
、
３
カ

月
に
１
度
、
出
張
年
金
相
談
を
行

っ
て
い
ま
す
。

　
相
談
に
は
、
年
金
手
帳（
年
金

証
書
）や
、
本
人
確
認
の
た
め
、運

転
免
許
証
な
ど
の
顔
写
真
付
き
の

身
分
証
明
書
が
必
要
で
す
。

　
ま
た
、代
理
人
の
方
が
相
談
す

る
場
合
は
、本
人
か
ら
の
委
任
状

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

日
時
　
平
成

２６
年
１
月

１６
日（
木
）

　
　
　
午
前

１０
時
〜
正
午

　
　
　
午
後
１
時
〜
３
時
　

場
所
　
黒
潮
町
役
場 

佐
賀
支
所

　
　
　
町
民
室（
１
階
）

平成25年工業統計調査を実施します
　工業統計調査は、わが国の工業の実態を明らかにすることを目的とした統計法に基づく

報告義務がある重要な統計です。

　調査結果は中小企業施策や地域振興などの基礎資料として利活用されます。

　調査時点は平成25年12月31日です。

　調査票へのご回答をお願いします。

政府統計

工業統計キャラクター・コウちゃん
【お問い合わせ】本庁 総務課 企画振興係　蕁43－2177（直通）


